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平
成
十
八
年
八
月
二
十
八
日
設
立 

８月２８日の設立総会の様子 

たくさんのご応募ありがとうございました ！ 

地
域
の
皆
さ
ん
の
活
動
の
拠
点

と
し
て
、
皆
さ
ん
が
大
い
に
利
用

し
、
親
し
み
を
も
っ
て
呼
ん
で
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
愛
称
を
募
集

し
た
と
こ
ろ
、
二
二
〇
点
も
の
応

募
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
慎
重
な

審
査
の
結
果
、「
く
す
ふ
れ
あ
い
ホ

ー
な
お
、
愛
称
名
に
よ
る
呼
称
は

十
一
月
一
日
を
目
途
に
対
応
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。 

ル
」
に
決
定
し
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
も
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。 

  

      

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
の

設
立
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
、
八
月
二

向
こ
う
三
軒
両
隣
り
」
と

っ
て
皆
で
地
域
の
問
題
解
決
に

（
コ
ミ

会
や
運
営
委
員
会
、
部
会
等
に
お

の
管
理
運
営
も

協
議
会
へ
町
か
ら
委
託
さ
れ
る

珠
町
長
よ
り
玖
珠
町 

 
    

 

つ
い

 

会
で 

・
四
月
一

発
足

 

・
五
月

 
 

 

・
五
月

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営 

 
 
 

 

内
容
の
協
議

 

・
八
月
二

役
員
会
で
「
愛
称
審

査
」

・
八
月
二
十
八
日 
「
玖
珠
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運 

営
協
議
会
」
設
立 

、
第
一
条
（
名
称
及
び
組
織
）
か
ら
第
一
八
条
（
会 

 

及
び
附
則
で
構
成 

 

二
、

 

（
一
）

ら
選
出
さ
れ
た
概
ね
二 

（
二

 
 

体
か
ら
選
出
さ
れ
た
概
ね
一
名
、
計

（
三
）

 

か
ら
三
名
、
部
会
長

（
四

部
会
は
構
成
団
体
よ
り
概
ね
二
名
選
出
し
、
互 

 
 

、
副
部
会
長
を
選
出 

三
、

 
 

各
種
団
体
か
ら
一
名

五
名
で
構
成
。
互
選
に
よ
り
委
員
長
、
副
委
員 

 
 

。 

四
、
（
顧
問
）

。 

五
、

 
 

で
実
施
で
き
る
委
託
補
助
事
業
に

 
  

の
委
託
補
助
事
業
や
使
用
料
収
入
が 

不
明
等
不
確
定
要
素
が
多
い
た
め
、
今
年
度
い 

っ
ぱ
い
十
分
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て 

 

 
 

 

  
 

く
す

 
 

 

  

裏
面
も
見
て
ね
！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

活
用
し
本
活
的
な
活
動
を

 

                  

   

四
月
か
ら
地
域
自
治
組
織
（
コ

十
八
日
付
を
も
っ
て
設
立
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
の

 

で
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

 【
ど
う
し
て
地
域
自
治
組
織
が
必
要
な
の
か
】 

 

地
方
分
権
、
行
政
改
革
が
進
む
中
で
交
付
税
の
減

少
等
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
行
政
が
何
で
も

や
っ
て
く
れ
る
時
代
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

少
子
高
齢
化
等
に
よ
り
、
独
り
暮
ら
し
世
帯
の
増
加

と
い
っ
た
変
化
に
伴
い
「

い
っ
た
昔
な
が
ら
の
結
び
つ
き
が
少
な
く
な
り
、
そ

の
結
果
、
お
互
い
助
け
合
っ
て
い
く
と
い
う
意
識
ま

で
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
地
域
住
民
一
人
ひ
と
り

が
お
互
い
に
助
け
合

役
員

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営

【
設
立
ま
で
の
経
緯
】

・
平
成
十
七
年

取
り
組
ん
で
い
く
た
め
、
地
域
住
民
に
よ
る
自
分
達

の
手
に
よ
る
町
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。 

 

こ
の
た
め
、
行
政
が
も
っ
て
い
る
一
定
の
権
限
と

財
源
を
地
域
に
渡
し
、
地
域
と
行
政
が
対
等
な
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
築
き
な
が
ら
、
住
民
が
主
役
の
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
「
地
域
自
治
組
織
」

い
て
事
業
計
画
や
財
源
な
ど
に
つ
い
て
協
議
を
重
ね

な
が
ら
、
玖
珠
地
区
の
町
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

 

十
九
年
四
月
か
ら
は
、
自
治
会
館

ュ
ニ
テ
ィ
）
を
設
立
す
る
必
要
が
あ
り
、
平
成
十
八

年
八
月
二
十
八
日
付
け
で
「
玖
珠
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
運
営
協
議
会
」
を
設
立
し
ま
し
た
。 

 

今
後
は
、

予
定
で
す
の
で
、
大
い
に

展
開
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

 
 

十
二
月
末
に
玖

・
七
月
十
八
日 

「
第
三
回
設
立
準
備
委
員
会
」

 

・
七
月
十
五
日 

自
治
委
員
役
員
会
で
第
三
回
準
備 

 
・
六
月
二
十
四
日 

第
二
回
設
立
準
備
委
員
会

・
六
月
二
十
二
日 

自
治
委
員
役
員
会
で
第
二
回
準

 

・
五
月
十
日 

玖
珠
地
区
各
種
団
体
に
説
明

・
二
月
二
十
五
日 

玖
珠
地
区
自
治
委
員
研
修

 

  

自
治
委
員
代
表
者
協
議
会
に
対
し
「
玖
珠
町

 
 

計
年
度
）

に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に

 

て
」
の
概
要
説
明
が
あ
っ
た

 

・
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
玖
珠
地
区
自
治
委
員

会
等
で
福
岡
県
宗
像
市
の
先
進
地
視
察

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
に
つ
い
て
学
習

 

日 

「
玖
珠
自
治
会
館
」

二
十
二
日 

自
治
委
員
役
員
会
で
準
備
委
員

 

会
設
立
に
向
け
て
の
協
議

 

二
十
五
日 

玖
珠
地
区
コ

協
議
会
設
立
準
備
委
員
会
」
発
足 

 
 

備
委
員
会
内
容
の
協
議

委
員
会

十
一
日 

自
治
委
員

 

             

 
 

玖
珠
地
区
選
出
町
議
会
議
員
と
す
る

【
規
約
の
概
要
】

一
 

（
経
費
・
負
担
金
） 

（
会
議
）

     
 

 

会
議
は
総
会
、
運
営
委
員
会
、
役
員
会
、
及
び
部 

 

会
と
す
る
。

 

総
会
は
、
構
成
団
体
か

名
の
代
議
員
計
六
十
六
名
で
構
成
し
、
原
則
と

し
て
年
一
回
の
開
催 

）
運
営
委
員
会
は
、
総
会
に
次
ぐ
決
議
機
関 

で
構
成
団

四
十
三
名
で
構
成
し
、
年
四
～
五
回
程
度
の
開

催
予
定 

役
員
会
は
、
自
治
委
員
会
か
ら
六
名
、
婦
人 

会
か
ら
一
名
、
各
種
団
体

 
 
 

  
 ᷻ 

か
ら
四
名
、
事
務
局
長
一
名
計
十
五
名
で
構
成

(

役
職
名
は
裏
面
掲
載) 

）
部
会
は
、
地
域
課
題
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、 

 
 
 

各
種
の
事
業
を
実
施
す
る 

部
会
名
及
び
部
会
を
構
成
す
る
団
体
及
び
活 

 
 
 

動
内
容
（
裏
面
掲
載
） 

選
に
よ
り
部
会
長

 
 

（
広
報
委
員
会
）

委
員
は
各
部
会
か
ら
一
名
、

 

・
協
議
会
の
経
費
は
、
負
担
金
・
補
助
金
及
び
そ

の
他
の
収
入
を
も
っ
て
あ
て
る
。 

・
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
現
在
行
政
の
方
で
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ

長
を
選
出

計

 
 

つ
い
て
検
討
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。 

・
そ
の
他
の
収
入
に
つ
い
て
は
、
十
九
年
四
月

以
降
は
自
治
会
館
使
用
料
の
収
入
が
活
動
費

玖
珠
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会 

 

愛
称
が
き
ま
り
ま
し
た

   

い
ま
す
。

  

と
し
て
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で
、

使
用
料
の
見
直
し
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い

 

ま
す
。

・
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
組
織
を
設
立

す
れ
ば
基
本
的
に
自
主
財
源
を
確
保
し
な
け 

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
十
九 

年
度
事
業
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と 

や
、
前
述

ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル
】

         


